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会員事務所職員表彰規程による被表彰職員の申出について 

 

 「会員事務所職員表彰規程」により、税理士会員・税理士法人会員の雇用する永年勤

続及び成績優良職員に対する表彰を受け付けいたします。 

 表彰該当職員を雇用する会員におかれましては、所定の申出書により被表彰者１名に

つき 1,000円の負担金を添えて、所属支部長（支部事務局）までお申し出ください。 

 受付期間は、令和７年４月１日から４月 30日までとなりますので、予めご了承の上、

期限厳守を特にお願い申し上げます。 

 

【会員事務所職員表彰規程 抜粋】 

 第３条 (被表彰者)  

  職員の表彰は、会員の申出により、次の各号のいずれかに該当する者について行う。 

（１） 勤続年数が満 ５ 年以上、かつ勤務成績が優良であった者 

（２） 勤続年数が満 10年以上、かつ勤務成績が優良であった者 

（３） 勤続年数が満 15年以上、かつ勤務成績が優良であった者 

（４） 勤続年数が満 20年以上、かつ勤務成績が優良であった者 

（５） 勤続年数が満 25年以上、かつ勤務成績が優良であった者 

（６） 勤続年数が満 30年以上、かつ勤務成績が優良であった者  

（７） 品行方正にして勤務成績が特に優秀であり、他の職員の模範として推奨す 

べき事績のあった者 

 ２ 勤続年数は、原則として採用の日から申出の年の３月 31日までの期間の年数と 

する。 

  ※ 申出書に記載された情報は、職員表彰の関係事務に係る利用の範囲内で取扱います。 

  ※ 申出書は、適宜書式を複写してご利用ください。なお、本会ホームページからも入

手いただけます。（本会ホームページ→会員専用サイトにログイン→会務報告→総務

部→令和７年度会員事務所職員表彰の申出について） 


